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解
　
　
　
　
　
題

一
、
松
江
地
方
裁
判
所
に
つ
い
て

明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
九
月
一
三
日
太
政
官
布
告
第
一
一
四
号
に
よ
り
、

島
根
県
に
松
江
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

同
年
一
二
月
五
日

司
法
省
達
第
八
六
号
「
本
月
一
日
松
江
裁
判
所
開
庁
候
条
為
心
得
此
旨
相
達

候
事
」
に
よ
り
、
同
年
一
二
月
一
日
に
松
江
裁
判
所
が
開
庁
さ
れ
た
こ
と
が

（
１
）
た
。

知
ら
さ
れ
た
。

開
庁
当
初
、
松
江
裁
判
所
は
、
和
多
見
町
善
導
寺
に
置
か
れ
た
が
、
明
治

一
一
年
三
月
一
八
日
、「
松
江
裁
判
所
新
築
ノ
儀
」
が
司
法
卿
大
木
喬
任
よ

り
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
に
上
申
さ
れ
る
。
三
月
二
七
日
付
で
「
上
申
之
趣

聞
届
候
事
」
と
あ
り
、
松
江
裁
判
所
の
新
築
が
認
め
ら
れ
、
雑
賀
町
に
松
江

裁
判
所
が
新
築
さ
れ

明
治
一
五
（
一
八
八
二
）
年
治
罪
法
施
行
に
よ
り
、
松
江
裁
判
所
は
松
江

（
２
）
た
。

六
六
六

三
六
四

＜
資

料＞松
江
地
方
裁
判
所
文
書
目
録
（
民
事
編
）　
１

─
─
旧
広
島
控
訴
院
管
内
裁
判
所
文
書
目
録
（
２
）─
─

広
島
修
道
大
学
「
明
治
期
の
法
と
裁
判
」
研
究
会

代
表
　
矢
　
野
　
達
　
雄
　

加
　
藤
　
　
　
高
・
紺
　
谷
　
浩
　
司
　

増
　
田
　
　
　
修
・
居
　
石
　
正
　
和
　

三
　
阪
　
佳
　
弘
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始
審
裁
判
所
と
な
る
。
明
治
二
〇
年
頃
よ
り
裁
判
所
の
新
築
・
移
設
が
検
討

さ
れ
は
じ

同
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
、
裁
判
所
は
現
在
の
母
衣
町
に
移

転
・
新
築
さ
れ

同
年
一
一
月
一
日
裁
判
所
構
成
法
施
行
に
よ
り
松
江
地

方
裁
判
所
と
な
り
、
治
安
裁
判
所
は
区
裁
判
所
と
な
る
。
戦
後
、
区
裁
判
所

は
簡
易
裁
判
所
と
な
り
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
。
ま
た
、
広
島
高
等
裁
判
所

松
江
支
部
が
置
か
れ
て
い
る
。

こ
の
間
、
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
か
ら
同
一
四
年
九
月
ま
で
鳥
取
県
が

島
根
県
に
併
合
さ
れ
て
い
た
た

一
四
年
末
ま
で
鳥
取
県
域
も
松
江
裁
判

所
の
管
轄
下
に
お
か
れ
た
。

二
、
松
江
地
方
裁
判
所
所
蔵
の
民
事
裁
判
史
料
の
概
要

松
江
地
方
裁
判
所
に
は
、
膨
大
な
裁
判
実
務
関
係
史
料
が
残
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
は
現
在
、
松
江
地
方
裁
判
所
雲
南
簡
易
裁
判
所
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

我
々
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
い
た
だ
き
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
松
江
地
方
裁
判

所
雲
南
簡
易
裁
判
所
で
調
査
を
行
っ
て
き
た
。
裁
判
所
は
、
所
蔵
史
料
を
三

次
に
わ
た
っ
て
調
査
に
供
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
今
回
は
、
第
一
次
調
査

の
対
象
と
な
っ
た
史
料
群
の
仮
目
録
を
作
成
し
、
そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

史
料
群
は
、
雲
南
簡
易
裁
判
所
書
庫
の
棚
に
並
べ
て
保
管
さ
れ
て
い
た
が
、

我
々
の
調
査
に
あ
た
り
、
裁
判
所
職
員
の
方
が
段
ボ
ー
ル
箱
に
移
し
て
提
供

し
て
く
だ
さ
っ
た
。
史
料
は
、
一
定
期
間
の
書
類
を
紐
を
通
し
て
綴
じ
、
厚

紙
の
表
紙
を
付
し
た
簿
冊
形
態
で
あ
る
。
一
部
に
は
目
次
が
付
さ
れ
て
い
る
。

保
存
状
態
は
と
て
も
良
く
、
虫
害
や
水
濡
れ
な
ど
に
よ
る
損
傷
は
ほ
と
ん
ど

（
３
）
め
、（
４
）
た
。

（
５
）
め
、

み
ら
れ
な
い
。
簿
冊
の
中
に
は
、
上
端
か
下
端
、
も
し
く
は
両
方
が
裁
断
さ

れ
た
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
簿
冊
作
成
あ
る
い
は
整
理
の
際
の
も
の
で

あ
ろ
う
。

第
一
次
調
査
で
は
、
一
四
個
の
箱
に
収
め
た
二
六
八
点
の
簿
冊
を
書
庫
か

ら
出
し
て
い
た
だ
い
た
。
先
ず
段
ボ
ー
ル
に
１
～

の
番
号
を
付
し
、
一
部

１４

の
例
外
を
除
き
、
各
箱
ご
と
に
作
成
時
期
が
古
い
順
に
簿
冊
に
通
し
番
号
を

付
し
、
各
簿
冊
の
撮
影
を
行
っ
た
。
後
掲
の
仮
目
録
は
、
主
に
簿
冊
の
表
紙

情
報
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
。
目
録
項
目
は
左
端
か
ら
、
①
簿
冊
の
通
し
番

号
、
②
箱
番
号
、
③
簿
冊
名
、
④
簿
冊
番
号
、
⑤
作
成
者
、
⑥
作
成
時
期
で

あ
る
。
①
、
②
は
作
業
過
程
で
我
々
が
便
宜
的
に
付
し
た
番
号
で
あ
る
。
③

は
簿
冊
表
紙
の
表
記
に
従
っ
た
。
④
に
つ
い
て
は
、
表
紙
に
は
文
書
管
理
上

付
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
整
理
番
号
が
記
入
さ
れ
て
い
る
が
、
墨
書
・
朱
筆
・

ペ
ン
書
き
な
ど
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
り
、
一
冊
に
複
数
の
番
号
が
記
入
さ

れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
簿
冊
は
数
次
に
わ
た
り
整
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
が
、
現
時
点
で
は
、
裁
判
所
に
お
け
る
文
書
管
理
の
変
遷
を
十
分
に

追
え
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
複
数
の
番
号
が
あ
る
場
合
、
そ
の
な
か
の
一

つ
を
、
と
り
あ
え
ず
、
簿
冊
番
号
と
し
て
採
録
し
た
。
整
理
番
号
が
書
か
れ

て
い
な
い
も
の
は
「
－
」
と
し
た
。
⑤
は
、
表
紙
の
表
記
に
従
っ
た
。
表
紙

に
作
成
者
が
書
か
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
確
実
に
推
測
で
き
る
場
合
は
括

弧
を
付
け
て
表
記
し
、
判
断
が
つ
か
な
か
っ
た
場
合
は
「
－
」
と
し
た
。
⑥

は
、
表
紙
の
表
記
に
従
っ
た
。

第
一
次
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
簿
冊
の
ほ
と
ん
ど
は
、
明
治
九
（
一
八
七

六
六
五

三
六
三
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六
）
年
か
ら
明
治
三
〇
（
一
八
九
七
）
年
前
後
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
数

は
少
な
い
が
、
そ
れ
以
前
の
史
料
も
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、「
箱
１
」
に
は
、

『
明
治
八
年
聴
訟
表

第
一
四
号
ノ
二

民
事
係
』
や
『
明
治
八
年
聴
訟

表

第
一
四
号
ノ
六
止

民
事
係
』、『
明
治
八
年
官
省
進
達
申
稟

第
一
一

号

聴
訟
課
』
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、「
箱

」
に
は
『
自
明
治
四
辛
未
年

１１

至
八
年

訴
訟
審
判
録

民
第
壱
号

聴
訟
課
』
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
は

島
根
県
聴
訟
課
時
代
の
裁
判
の
様
子
を
伝
え
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

簿
冊
の
多
く
は
、
裁
判
所
内
で
の
訴
訟
取
扱
に
関
わ
る
書
類
を
編
綴
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
が
、「
箱
７
」
に
あ
る
『
自
明
治
廿
二
年
至
仝
廿
七
年

出

張
裁
判
ニ
係
ル
規
則
絡

第
五
二
号

今
市
治
安
裁
判
所
掛
合
出
張
所
』
や

『
明
治
二
三
年
二
月

出
張
裁
判
ニ
関
ス
ル
令
訓
集

第
五
三
号

今
市
治

安
裁
判
所
掛
合
出
張
所
』
な
ど
、
裁
判
所
間
の
や
り
と
り
が
わ
か
る
簿
冊
も

あ
る
。
ま
た
、『
明
治
廿
三
年

勧
解
事
件
簿

松
江
地
方
裁
判
所
』
が
「
箱

８
」
に
あ
り
、
少
数
な
が
ら
勧
解
関
係
簿
冊
も
遺
さ
れ
て
い
る
。

注
意
を
引
く
の
は
、『
甲

受
取
録

島
根
県
引
継
ノ
分
』
を
は
じ
め
と
す

る
「
箱
５
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
簿
冊
で
あ
る
。
鳥
取
県
が
島
根
県
に
併
合

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
裁
判
所
の
訴
訟
受
取
記
録
が
松
江
裁
判
所
に
移
管
さ

れ
て
い
る
様
子
が
見
て
取
れ
る
。

三
、
今
後
の
課
題

目
録
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
保
存
さ
れ
て
い
る
簿
冊
は
、
明
治
前
期

の
裁
判
実
務
の
実
態
を
表
す
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
松
江
地
方
裁
判
所
に
は

膨
大
な
史
料
が
保
管
さ
れ
て
お
り
、
現
在
は
第
三
次
調
査
を
行
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
今
回
は
、
裁
判
所
に
保
管
さ
れ
て
い
る
史
料
群
の
概
要
を
理

解
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
仮
目
録
段
階
で
は
あ
る
が
、
資
料
と
し
て
紹
介
し

た
。
調
査
を
早
急
に
終
え
、
す
べ
て
の
簿
冊
目
録
を
作
成
す
る
こ
と
が
喫
緊

の
課
題
で
あ
る
。

（
文
責

居
石
正
和
）

（
１
）
司
法
省
編
纂
『
司
法
沿
革
誌
』（
法
曹
会
、
一
九
三
九
年
）
三
四－

三
五
頁
な

ど
参
照
。

（
２
）　「
松
江
裁
判
所
新
築
ノ
儀
」『
記
録
材
料
・
議
案
簿
一
』
記0059910

（
国
立
公

文
書
館
所
蔵
）。

（
３
）　「
松
江
始
審
裁
判
所
改
築
敷
地
買
収
ノ
件
」『
公
文
雑
纂
・
明
治
二
十
年
・
第

十
九
巻
・
司
法
省
十
』
纂00058100

        
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）、「
裁
判
所
新
築

地
」
明
治
二
一
年
二
月
二
五
日
付
『
山
陰
新
聞
』
な
ど
参
照
。

（
４
）　「
新
築
庁
舎
移
庁
式
」
明
治
二
三
年
二
月
二
五
日
付
『
山
陰
新
聞
』
な
ど
参
照
。

（
５
）　
鳥
取
県
の
島
根
県
へ
の
併
合
及
び
再
置
に
つ
い
て
は
、
鳥
取
県
編
『
鳥
取
県

史
　
近
代
　
第
二
巻
政
治
篇
』（
鳥
取
県
、
一
九
六
九
年
）、
島
根
県
編
『
新
修

島
根
県
史
　
史
料
編
（
四
）
近
代
（
上
）』（
臨
川
書
店
、
一
九
六
六
年
、
一
九

八
四
年
復
刻
）、
前
田
祐
一
「
し
ま
ね
け
ん
じ
だ
い
　
島
根
県
時
代
」
新
日
本
海

新
聞
社
鳥
取
県
大
百
科
事
典
編
集
委
員
会
編
『
鳥
取
県
大
百
科
事
典
』（
新
日
本

海
新
聞
社
、
一
九
八
四
年
）
四
一
一
頁
、
山
中
寿
夫
「
と
っ
と
り
け
ん
　
鳥
取

県
」
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
国
史
大
辞
典
』
第
十
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一

六
六
四

三
六
二
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九
八
九
年
）
三
八
五－

三
八
六
頁
な
ど
参
照
。

　
な
お
、「
島
根
県
史
料
」
に
は
、
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
施
政
で
、「
是
歳

島
根
県
政
務
上
ニ
於
テ
変
更
ヲ
来
セ
シ
モ
ノ
最
モ
大
ナ
リ
ト
ス
、
抑
本
県
立
庁

以
来
其
所
轄
ハ
出
雲
一
国
ナ
リ
シ
ヲ
四
月
ニ
至
リ
浜
田
県
ヲ
廃
シ
八
月
亦
鳥
取

県
ヲ
廃
シ
共
ニ
本
県
ニ
併
セ
ラ
レ
其
管
轄
総
テ
五
州
ノ
広
キ
ニ
至
レ
リ
、
而
テ

其
土
地
人
民
及
政
務
タ
ル
旧
浜
田
県
ニ
係
ル
モ
ノ
ハ
五
月
ニ
旧
鳥
取
県
ニ
属
ス

ル
モ
ノ
ハ
九
月
ニ
受
領
シ
同
時
旧
県
庁
内
ニ
各
支
庁
ヲ
設
置
事
務
ヲ
挙
行
シ
且

裁
判
事
務
ニ
於
テ
モ
同
ク
区
域
ノ
広
大
ヲ
致
セ
シ
ヲ
以
是
亦
鳥
取
浜
田
ノ
両
所

ニ
支
庁
ヲ
置
キ
以
民
刑
事
務
ヲ
施
行
セ
リ
」
と
あ
る
。「
島
根
県
史
料
　
六
Ｃ

（
七
）
明
治
九
年
島
根
県
歴
史
　
政
治
部
）」（
松
江
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
松
江

市
史
　
史
料
編
９
近
現
代
Ⅰ
』
松
江
市
、
二
〇
一
七
年
）
五
九
一
頁
。

［
付
記
］

　
本
稿
は
、
二
〇
一
六
年
度
科
学
研
究
費
、
基
盤
研
究
（
Ｃ
）、
研
究
代
表
者
矢
野
達
雄

「
日
本
近
代
法
史
像
の
再
検
討
─ 
─
ゆ
ら
ぎ
か
ら
再
構
築
へ
─ 
─
」（
課
題
番
号
：

16K
03274

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
ま
た
、
本
調
査
に
あ
た
っ
て
は
居
石
由
樹
子
氏
に
も
助
力
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感

謝
の
意
に
か
え
た
い
。

六
六
三

三
六
一
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二

三
六
〇

no.
箱

簿
冊
名

簿
冊
番
号

作
成
者

時
期

1
1
明
治
八
年

 官
省
進
達
申
稟

第
一
一
号

聴
訟
課

明
治
8
年

2
1
明
治
八
年

 聴
訟
表

第
一
四
号
ノ
二

民
事
係

明
治
8
年

3
1
明
治
八
年

 聴
訟
表

第
一
四
号
ノ
六
止

民
事
係

明
治
8
年

4
1
明
治
九
秊
従
一
月
至
二
月

 聴
訟
表

第
三
五
号
ノ
一

本
庁
民
事
課

明
治
9
年
1
～
2
月

5
1
明
治
九
年
三
月

 聴
訟
表

第
三
五
号
ノ
二

本
庁
民
事
課

明
治
9
年
3
月

6
1
明
治
九
年
三
月

 聴
訟
表

第
三
五
号
ノ
三

松
江
支
庁
民
事
課

明
治
9
年
3
月

7
1
明
治
九
年
従
四
月
至
六
月

 聴
訟
表

第
三
五
号
ノ
四

本
庁
民
事
課

明
治
9
年
4
～
6
月

8
1
明
治
九
年
五
月

 聴
訟
表

第
三
五
号
ノ
五

松
江
支
庁
民
事
課

明
治
9
年
5
月

9
1
明
治
九
秊
従
七
月
至
九
月

 聴
訟
表

第
三
五
号
ノ
七

本
庁
民
事
課

明
治
9
年
7
～
9
月

10
1
自
明
治
九
年
十
月

 聴
訟
表

第
二
七
号
ノ
一
一

島
根
県
隠
岐
裁
判
支
庁

明
治
9
年
10月

11
1
明
治
九
年
十
月
中

 聴
訟
表

第
三
五
号
ノ
八

本
庁
民
事
課

明
治
9
年
10月
中

12
1
明
治
九
年
十
一
月
従
一
日
至
廿
四
日

 聴
訟
表

第
三
五
号
ノ
九
止

本
庁
民
事
課

明
治
9
年
11月

1
～
24日

13
1
明
治
九
年

 聴
訟
表

第
一
四
号
ノ
四

民
事
係

明
治
9
年

14
2
明
治
十
五
年

 民
事
受
取
録

第
一
号
一

松
江
治
安
裁
判
所

明
治
15年

1
～
4
月

15
2
明
治
十
五
年

 民
事
受
取
録

第
一
号
四

松
江
治
安
裁
判
所

明
治
15年

4
～
5
月

16
2
明
治
十
五
年

 民
事
受
取
録

第
一
号
二

松
江
治
安
庁

明
治
15年

6
月

17
2
明
治
十
五
年
自
九
月
至
十
月

 民
事
受
取
録

第
一
号
三

松
江
治
安
裁
判
所

明
治
15年

9
～
10月

18
2
明
治
十
五
年

 民
事
受
取
録

第
一
号
五

松
江
治
安
裁
判
所

明
治
15年
11月

19
2
明
治
十
六
稔
六
月
迄

 訴
状
受
取
録
（
箱
「
元
今
市
区

 旧
民
事
受
取
録

 民
事
事
件

簿
 自
明
治
十
六
至
明
治
十
九
年
」
に
同
梱
）

民
第
壱
壱
号

書
記
局

明
治
16年

6
月
迄
（
同
梱
）

20
2
明
治
十
六
年
自
七
月
至
十
二
月

 訴
状
受
取
録
（
箱
「
元
今
市
区

 旧
民
事
受
取
録

 
民
事
事
件
簿

 自
明
治
十
六
至
明
治
十
九
年
」
に
同
梱
）

民
第
壱
壱
号
ノ
壱

書
記
局

明
治
16年

7
～
12月
（
同
梱
）

21
2
明
治
十
八
年

 訴
状
受
附
録
（
箱
「
元
今
市
区

 旧
民
事
受
取
録

 民
事
事
件
簿

 自
明
治
十
六
至
明
治
十
九
年
」
に
同
梱
）

民
第
貳
壱
号

書
記
局

明
治
18年
（
同
梱
）

22
2
明
治
十
六
年

 民
事
受
取
録

第
六
号

松
江
治
安
庁

明
治
16年

23
2
明
治
十
七
年
三
月
ヨ
リ

 民
事
受
取
録

第
一
五
号

松
江
治
安
裁
判
所

明
治
17年

3
月
よ
り

24
2
明
治
十
八
年

 民
事
受
取
録

第
一
七
号

松
江
治
安
裁
判
所

明
治
18年

25
2
明
治
十
九
年

 民
事
件
銘
録
（
箱
「
旧
民
事
受
取
録

 民
事
事
件
簿

 自
明
治
十
九
至

明
治
二
十
一
年
」
に
同
梱
）

第
四
〇
号

松
江
治
安
裁
判
所

明
治
19年

1
～
12月
（
同
梱
）

26
2
明
治
二
十
年

 民
事
件
銘
録
（
箱
「
旧
民
事
受
取
録

 民
事
事
件
簿

 自
明
治
十
九
至

明
治
二
十
一
年
」
に
同
梱
）

第
五
五
号

松
江
治
安
裁
判
所

明
治
20年

1
～
12月
（
同
梱
）
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成
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期

27
2
明
治
廿
三
年

 民
事
受
取
録

第
一
〇
五
号
一

松
江
治
安
裁
判
所

明
治
23年

28
2
明
治
廿
三
年

 民
事
受
取
録

第
一
〇
五
号
二
止

松
江
区
裁
判
所

明
治
23年

29
3
明
治
十
五
年
自
一
月
至
六
月

 民
事
受
付
簿
（
箱
「
旧
民
事
請
取
録

 民
事
事
件
簿

 
明
治
十
五
年
」
に
同
梱
）

民
第
七
号
壱
止

書
記
局

明
治
15年

1
～
6
月
（
同
梱
）

30
3
明
治
十
五
年
自
七
月
至
十
二
月

 民
事
受
附
録
（
箱
「
旧
民
事
請
取
録

 民
事
事
件

簿
 明
治
十
五
年
」
に
同
梱
）

民
第
七
号
壱
止

書
記
局

明
治
15年

7
～
12月
（
同
梱
）

31
3
明
治
廿
四
年

 民
事
事
件
簿

第
二
七
九
号

松
江
地
方
裁
判
所
民
事
部

明
治
24年

32
3
自
明
治
二
十
四
年
至
明
治
二
十
七
年

 民
事
事
件
簿
（
合
綴
）

松
江
区
裁
判
所
書
記
課
民
事
掛

明
治
24～
27年
（
合
綴
）

33
3
自
明
治
二
十
四
年
至
明
治
二
十
九
年

 民
事
々
件
簿
（
合
綴
）

元
今
市
区
松
江
区
裁
判
所
書
記
課
民
事
掛
明
治
24～
29年
（
合
綴
）

34
3
自
明
治
二
十
四
年
至
明
治
三
十
三
年

 民
事
事
件
簿
（
合
綴
）

元
木
次
区
松
江
区
裁
判
所
書
記
課
民
事
掛
明
治
24～
33年
（
合
綴
）

35
3
自
明
治
二
十
八
年
至
明
治
三
十
一
年

 民
事
事
件
簿
（
合
綴
）

松
江
区
裁
判
所
書
記
課
民
事
掛

明
治
28～
31年
（
合
綴
）

36
3
自
明
治
三
十
至
同
三
十
三
年

 民
事
々
件
簿
（
合
綴
）

元
今
市
区
松
江
区
裁
判
所
書
記
課
民
事
掛
明
治
30～
33年
（
合
綴
）

37
3
明
治
二
十
五
年

 民
事
々
件
簿

第
二
九
八
号

松
江
地
方
裁
判
所
民
事
部

明
治
25年

38
3
明
治
二
十
六
年

 民
事
々
件
簿

第
三
一
六
号

松
江
地
方
裁
判
所
民
事
部

明
治
26年

39
3
明
治
二
十
七
年

 民
事
々
件
簿

第
三
三
八
号

松
江
地
方
裁
判
所
民
事
部

明
治
27年

40
3
明
治
廿
八
年

 民
事
々
件
簿

第
三
七
一
号

松
江
地
方
裁
判
所
民
事
部

明
治
28年

41
3
明
治
廿
九
年

 民
事
々
件
簿

第
四
〇
七
号

松
江
地
方
裁
判
所
民
事
部

明
治
29年

42
3
明
治
三
十
年

 民
事
々
件
簿

第
四
四
二
号

松
江
地
方
裁
判
所
民
事
部

明
治
30年

43
3
明
治
三
十
一
年

 民
事
々
件
簿

第
四
七
七
号

松
江
地
方
裁
判
所
民
事
部

明
治
31年

44
4
明
治
九
年
一
月
中

 訴
訟
件
名
簿

第
二
三
号
ノ
一
四

民
事
課

明
治
9
年
1
月
中

45
4
明
治
九
年
二
月
以
前
ノ
分

 訴
訟
件
名
簿

第
二
三
号
ノ
一
〇

本
（
カ
）
庁
民
事
課

明
治
9
年
2
月
以
前
（
7
～
8
年
）

46
4
明
治
九
年
二
月
中

 訴
訟
件
名
簿

第
二
三
号
ノ
二
〇
止

民
事
課

明
治
9
年
2
月
中

47
4
九
年
三
月
一
日
現
在

 訴
訟
件
名
簿

第
二
三
号
ノ
一
八

支
庁
民
事
課

明
治
9
年
3
月
1
日
現
在

48
4
明
治
九
年
三
月

 訴
訟
件
名
簿

第
二
三
号
ノ
五

裁
判
支
庁

明
治
9
年
3
月

49
4
明
治
九
年
三
月
中

 訴
訟
件
名
簿

第
二
三
号
ノ
一
五

本
庁
民
事
課

明
治
9
年
3
月
中

50
4
明
治
九
年
四
月

 訴
訟
件
名
簿

第
二
三
号
ノ
三

裁
判
支
庁
民
事
課

明
治
9
年
4
月

51
4
明
治
九
年
四
月
ヨ
リ
五
月
マ
テ

 訴
訟
件
名
簿

第
二
三
号
ノ
六

裁
判
所
民
事
課

明
治
9
年
4
～
5
月

52
4
明
治
九
年
五
月

 訴
訟
件
名
簿

第
二
三
号
ノ
七

支
庁
民
事
課

明
治
9
年
5
月

53
4
九
年
六
月

 訴
訟
件
名
簿

第
二
三
号
ノ
二

支
庁
民
事
課

明
治
9
年
6
月

54
4
明
治
九
年
六
月
ヨ
リ
七
月
迄

 訴
訟
件
名
簿

第
二
三
号
ノ
一

本
庁
民
事
課

明
治
9
年
6
～
7
月

55
4
明
治
九
年
六
月
ヨ
リ
七
月
マ
テ

 訴
訟
件
名
簿

第
二
三
号
ノ
一
一

支
庁
受
付
係

明
治
9
年
6
～
7
月
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〇

三
五
八

no.
箱

簿
冊
名

簿
冊
番
号

作
成
者

時
期

56
4
明
治
九
年
従
七
月
一
日

 訴
訟
件
名
簿

 従
千
二
百
六
十
八
号

第
二
三
号
ノ
一
三

民
事
裁
判
支
庁

明
治
9
年
7
月
1
日
よ
り

57
4
明
治
九
年
八
月
九
月

 訴
訟
件
名
簿

第
二
三
号
ノ
一
七

松
江
裁
判
支
庁

明
治
9
年
8
～
9
月

58
4
明
治
九
年
従
八
月
至
十
月

 訴
訟
件
名
簿

第
二
三
号
ノ
四

裁
判
本
庁

明
治
9
年
8
～
10月

59
4
明
治
九
年
八
月
ヨ
リ
十
月
マ
テ

 訴
訟
件
名
簿

第
二
三
号
ノ
九

支
庁
受
付
係

明
治
9
年
8
～
10月

60
4
九
年
十
月
二
日
ヨ
リ

 訴
訟
件
名
簿

 従
二
千
四
百
拾
六
号

第
二
三
号
ノ
一
二

裁
判
支
庁
民
事
課

明
治
9
年
10月

2
日
よ
り

61
4
自
明
治
九
年
十
月

 訴
訟
件
名
簿

第
二
三
号
ノ
一
九

島
根
県
隠
岐
裁
判
支
庁

明
治
9
年
10月

62
4
明
治
九
年
自
十
一
月

 訴
訟
件
名
簿

第
二
三
号
ノ
八

松
江
裁
判
所
支
庁
受
附
係

明
治
9
年
11月
よ
り

63
4
明
治
九
秊
十
一
月

 訴
訟
件
名
簿

第
二
三
号
ノ
一
六

本
庁
民
事
課

明
治
9
年
11月

64
5
明
治
九
年
十
二
月
中

 受
取
録

第
五
四
号
ノ
五

松
江
区
裁
判
所

明
治
9
年
12月

65
5
甲

 受
取
録

 島
根
県
引
継
ノ
分

第
五
四
号
ノ
一

松
江
裁
判
所

明
治
9
年

66
5
乙

 受
取
録

 島
根
県
引
継
ノ
分

第
五
四
号
ノ
二

松
江
裁
判
所

明
治
9
年

67
5
明
治
九
年

 受
取
録

第
五
四
号
ノ
三

－
明
治
9
年

68
5
明
治
九
年

 受
取
録

 鳥
取
回
ノ
分

第
五
四
号
ノ
六

松
江
裁
判
所

明
治
9
年

69
5
明
治
九
年

 鳥
取
ヨ
リ
廻
ル
伯
耆
国
分

 受
取
録

第
五
四
号
ノ
七

松
江
区
裁
判
所

明
治
9
年

70
5
明
治
九
年

 受
取
録

第
五
四
号
ノ
八
止

松
江
区
裁
判
所

明
治
9
年

71
5
明
治
十
年
一
月
中

 受
取
録

第
六
四
号
ノ
一

松
江
区
裁
判
所

明
治
10年

1
月

72
5
明
治
十
年
二
月
中

 受
取
録

第
六
四
号
ノ
二

□
済
□
之
分

明
治
10年

2
月

73
5
明
治
十
年
三
月

 受
取
録

第
六
四
号
ノ
三

－
明
治
10年

3
月

74
5
明
治
十
年
四
月

 受
取
録

第
六
四
号
ノ
四

松
江
区
裁
判
所

明
治
10年

4
月

75
5
十
年
五
月
分

 受
取
録

第
六
四
号
ノ
五

区
庁
民
事
書
記

明
治
10年

5
月

76
5
明
治
十
年
六
月

 受
取
録

第
六
四
号
ノ
六

区
裁
判
所

明
治
10年

6
月

77
5
明
治
十
年
七
月

 受
取
録

第
六
四
号
ノ
七

区
庁

明
治
10年

7
月

78
5
十
年
八
月
中

 民
受
取
録

第
六
四
号
ノ
八

松
江
区
裁
判
所

明
治
10年

8
月

79
5
明
治
十
年
九
月

 受
取
録

第
六
四
号
ノ
九

松
江
区
裁
判
所

明
治
10年

9
月

80
5
明
治
十
年
十
一
月
分

 受
取
録

第
六
四
号
ノ
一
〇
止

区
庁
民
事
課

明
治
10年
11月

81
5
明
治
十
一
年
一
月
中

 受
取
録

第
七
三
号
ノ
一

区
庁

明
治
11年

1
月

82
5
十
一
年
二
月
中

 受
取
録

第
七
三
号
ノ
二

区
庁

明
治
11年

2
月

83
5
明
治
十
五
年

 訴
訟
受
付
録

 完
民
第
一
七
号

濱
田
始
審
裁
判
所
書
記
局

明
治
15年

84
6
明
治
十
年
自
一
月
至
三
月

 受
取
録

第
六
一
号

松
江
裁
判
所

明
治
10年

1
～
3
月

85
6
明
治
十
年
自
四
月
至
六
月

 受
取
録

第
六
一
号
ノ
二

松
江
裁
判
所

明
治
10年

4
～
6
月

86
6
明
治
十
年
自
七
月
至
九
月

 受
取
録

第
六
一
号
ノ
三

松
江
裁
判
所

明
治
10年

7
～
9
月
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87
6
明
治
十
年
従
十
月
至
十
二
月

 受
取
録

第
六
一
号
ノ
四
止

松
江
裁
判
所

明
治
10年
10～
12月

88
6
明
治
十
一
年
従
一
月
至
三
月

 新
調
済

 受
取
録

第
六
九
号
ノ
一

松
江
裁
判
所

明
治
11年

1
～
3
月

89
6
明
治
十
一
年
三
月
中

 民
事
受
取
録

第
七
三
号
ノ
三

区
庁

明
治
11年

3
月

90
6
明
治
十
一
年
第
四
月
中

 民
事
受
取
録

第
七
三
号
ノ
四

区
庁

明
治
11年

4
月
中

91
6
明
治
十
一
年
自
四
月
至
六
月

 受
取
録

第
六
九
号
ノ
二

松
江
裁
判
所

明
治
11年

4
～
6
月

92
6
明
治
十
一
年
第
五
月
中

 民
事
受
取
録

第
七
三
号
ノ
五

区
庁

明
治
11年

5
月

93
6
明
治
十
一
年
六
月
中

 民
事
受
取
録

第
七
三
号
ノ
六

区
庁

明
治
11年

6
月
中

94
6
明
治
十
一
年
七
月
中

 民
事
受
取
録

第
七
三
号
ノ
七

区
庁

明
治
11年

7
月
中

95
6
明
治
十
一
稔
自
七
月
至
九
月

 受
取
録

第
六
九
号
ノ
三

松
江
裁
判
所

明
治
11年

7
～
9
月

96
6
明
治
十
一
年
八
月

 民
事
請
取
録

第
七
三
号
ノ
八

区
庁

明
治
11年

8
月

97
6
明
治
十
一
年
九
月

 民
事
受
取
録

第
七
三
号
ノ
九

区
庁

明
治
11年

9
月

98
6
明
治
十
一
年
十
月

 民
事
請
取
録

第
七
三
号
ノ
一
〇

区
庁

明
治
11年
10月

99
6
明
治
十
一
年
十
一
月

 民
事
受
取
録

第
七
三
号
ノ
一
一
止

区
庁

明
治
11年
11月

100
6
明
治
十
二
年
従
一
月
至
二
月

 受
取
録

第
七
七
号
ノ
一

松
江
裁
判
所

明
治
12年

1
～
2
月

101
6
明
治
十
二
年
自
三
月
至
四
月
廿
七
日

 受
取
録

第
七
七
号
ノ
二

松
江
裁
判
所

明
治
12年

3
月
～
4
月
27日

102
6
明
治
十
二
年
自
四
月
廿
八
日
至
五
月
三
十
一
日

 受
取
録

第
七
七
号
ノ
三

松
江
裁
判
所

明
治
12年

4
月
28日
～
5
月
31日

103
6
明
治
十
二
年
六
月
ヨ
リ
七
月
迄

 受
取
録

第
七
七
号
ノ
四

松
江
裁
判
所

明
治
12年

6
～
7
月

104
6
明
治
十
二
年
八
月

 受
取
録

第
七
七
号
ノ
五

松
江
裁
判
所

明
治
12年

8
月

105
6
明
治
十
二
年
自
九
月
至
十
月

 受
取
録

第
七
七
号
ノ
六

松
江
裁
判
所

明
治
12年

9
～
10月

106
6
明
治
十
一
年
自
十
月
至
十
二
月

 受
取
録

第
六
九
号
ノ
四
止

松
江
裁
判
所

明
治
12年
10～
12月

107
7
明
治
十
九
年

 民
事
受
附
録

民
第
貳
六
号

書
記
局

明
治
19年

108
7
明
治
二
十
一
年

 民
事
件
名
録

民
第
参
五
号

今
市
治
安
裁
判
所

明
治
21年

109
7
明
治
二
十
一
年
度

 民
事
件
銘
録

第
六
七
号

松
江
治
安
裁
判
所

明
治
21年
度

110
7
明
治
二
十
二
年

 民
事
件
名
簿

民
第
四
壱
号

今
市
治
安
裁
判
所

明
治
22年

111
7
自
明
治
廿
二
年
至
仝
廿
七
年

 出
張
裁
判
ニ
係
ル
規
則
絡

第
五
二
号

今
市
治
安
裁
判
所
掛
合
出
張
所

明
治
22～
27年

112
7
明
治
二
十
三
年
二
月

 出
張
裁
判
ニ
関
ス
ル
令
訓
集

第
五
三
号

今
市
治
安
裁
判
所
掛
合
出
張
所

明
治
23年

2
月

113
7
明
治
二
十
三
年
二
月

 今
市
治
安
裁
判
所
出
張
所
訴
訟
勧
解
例
取
扱
手
続

 附
録

第
七
〇
号

今
市
治
安
裁
判
所
掛
合
出
張
所

明
治
23年

2
月

114
7
明
治
二
十
三
年

 民
事
件
名
録

民
第
四
八
号

今
市
治
安
裁
判
所

明
治
23年

115
7
明
治
三
十
一
年

 民
事
記
録
一

民
第
貳
八
五
号
ノ
一
七

今
市
区
裁
判
所

明
治
31年

116
7
島
根
県
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目

第
五
二
号

－
－

117
8
明
治
十
五
年
分

 棄
却
言
渡
書

第
一
〇
七
号

始
審

明
治
15年
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118
8
明
治
十
五
年
自
一
月

 始
審

 受
取
録

第
一
〇
〇
号

松
江
始
審
裁
判
所
書
記
局

明
治
15年

119
8
明
治
十
六
年

 始
審

 受
取
録

第
一
一
六
号

松
江
始
審
裁
判
所
書
記
局

明
治
16年

120
8
明
治
十
七
年

 始
審

 受
取
録

第
一
三
一
号

松
江
始
審
裁
判
所
書
記
局

明
治
17年

121
8
明
治
十
八
年

 始
審

 受
取
録

第
一
四
八
号

松
江
始
審
裁
判
所
書
記
局

明
治
18年

122
8
明
治
十
九
年

 始
審

 受
取
録

第
一
六
四
号

松
江
始
審
裁
判
所
書
記
局

明
治
19年

123
8
明
治
十
九
年

 棄
却
言
渡
書

第
一
七
一
号

松
江
地
方
裁
判
所

明
治
19年

124
8
明
治
二
十
年
分

 民
事
受
付
録

民
第
参
壱
号

今
市
治
安
裁
判
所

明
治
20年

125
8
明
治
廿
年

 始
審
受
取
録

第
一
八
三
号

松
江
始
審
裁
判
所

明
治
20年

126
8
明
治
二
十
二
年

 番
外
事
件
簿

第
二
二
六
号

松
江
始
審
裁
判
所

明
治
22年

127
8
明
治
廿
三
年

 勧
解
事
件
簿

第
七
一
号

今
市
治
安
裁
判
所
掛
合
出
張
所

明
治
23年
（
2
～
10月
）

128
8
明
治
二
十
四
年

 抗
告
判
定
書

第
二
八
六
号

松
江
地
方
裁
判
所
民
事
部

明
治
24年

129
8
明
治
二
十
五
年

 民
事
控
訴
事
件
簿

第
二
九
九
号

松
江
地
方
裁
判
所
民
事
部

明
治
25年

130
8
明
治
廿
六
年

 決
定
原
本
綴

－
松
江
地
方
裁
判
所

明
治
26年

131
8
明
治
二
十
六
年

 民
事
控
訴
事
件
簿

第
三
一
七
号

松
江
地
方
裁
判
所
民
事
部

明
治
26年

132
8
明
治
二
十
七
年

 民
事
控
訴
事
件
簿

第
三
三
九
号

松
江
地
方
裁
判
所
民
事
部

明
治
27年

133
8
明
治
廿
八
年

 民
事
控
訴
事
件
簿

第
三
七
二
号

松
江
地
方
裁
判
所
民
事
部

明
治
28年

134
8
明
治
廿
九
年

 民
事
控
訴
事
件
簿

第
四
〇
九
号

松
江
地
方
裁
判
所
民
事
部

明
治
29年

135
8
明
治
三
十
年

 民
事
控
訴
事
件
簿

第
四
四
四
号

松
江
地
方
裁
判
所
民
事
部

明
治
30年

136
8
明
治
三
十
一
年

 民
事
控
訴
事
件
簿

第
四
七
九
号

松
江
地
方
裁
判
所
民
事
部

明
治
31年

137
9
明
治
二
十
七
年

 民
事
訴
訟
記
録

 五
冊
ノ
内
三

（
九
十
六
冊
ノ
内
八
）

松
江
区
裁
判
所

明
治
27年

138
9
第
二
門
第
二
款

 明
治
二
十
八
・
二
十
九
年

 民
事
訴
訟
記
録

（
九
十
六
冊
ノ
内
十
二
）

（
松
江
区
裁
判
所
）

明
治
28・
29年

139
9
明
治
二
十
八
年

 未
確
定

 民
事
訴
訟
記
録

 貳
冊
之
内
二

（
九
十
六
冊
ノ
内
十
一
）

松
江
区
裁
判
所

明
治
28年

140
9
明
治
二
十
九
年

 未
確
定

 民
事
訴
訟
記
録

 貳
冊
之
内
二

（
九
十
六
冊
ノ
内
十
三
）

松
江
区
裁
判
所

明
治
29・
30年

141
9
明
治
三
十
年

 未
確
定

 民
事
訴
訟
記
録

 貳
冊
之
内
一

（
九
十
六
冊
ノ
内
十
四
）

松
江
区
裁
判
所

明
治
30年

142
9
明
治
三
十
年

 未
確
定

 民
事
訴
訟
記
録

 貳
冊
之
内
二

（
九
十
六
冊
ノ
内
十
五
）

松
江
区
裁
判
所

明
治
30・
31年

143
9
明
治
三
十
一
年

 未
確
定

 民
事
訴
訟
記
録

 貳
冊
ノ
内
一

（
九
十
六
冊
ノ
内
十
六
）

松
江
区
裁
判
所

明
治
31・
32年

144
10

明
治
十
一
年
自
一
月
至
十
二
月

 受
取
録

民
第
貳
号

民
事
課

明
治
11年

145
10

明
治
十
二
年
十
一
月
十
二
月

 受
取
録

第
七
七
号
ノ
七
止

松
江
裁
判
所

明
治
12年
11・
12月

146
10

受
取
録

 明
治
十
二
年

民
第
参
号

民
事
課

明
治
12年

147
10

明
治
十
三
稔
自
一
月
至
二
月

 受
取
録

第
八
三
号
ノ
一

松
江
裁
判
所

明
治
13年

1
～
2
月

148
10

明
治
十
三
年
自
三
月
至
四
月

 受
取
録

第
八
三
号
ノ
二

－
明
治
13年

3
～
4
月
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149
10

明
治
十
三
年
自
五
月
至
六
月

 受
取
録

第
八
三
号
ノ
三

－
明
治
13年

5
～
6
月

150
10

明
治
十
三
年
従
七
月
至
八
月

 受
取
録

第
八
三
号
ノ
四

－
明
治
13年

7
～
8
月

151
10

明
治
十
三
年
自
九
月
至
十
月

 受
取
録

第
八
三
号
ノ
五

－
明
治
13年

9
～
10月

152
10

明
治
十
三
年
自
十
一
月
至
十
二
月

 受
取
録

第
八
三
号
ノ
六
止

－
明
治
13年
11～
12月

153
10

明
治
十
三
年
自
一
月
至
十
二
月

 受
取
録

民
第
四
号

民
事
課

明
治
13年

154
10

明
治
十
四
年
自
一
月
至
二
月

 受
取
録

第
九
〇
号
ノ
一

－
明
治
14年

1
・
2
月

155
10

明
治
十
四
年
三
月
四
月

 受
取
録

第
九
〇
号
ノ
二

－
明
治
14年

3
・
4
月

156
10

明
治
十
四
年
五
月

 受
取
録

第
九
〇
号
ノ
三

－
明
治
14年

5
月

157
10

明
治
十
四
年
六
月

 受
取
録

第
九
〇
号
ノ
四

－
明
治
14年

6
月

158
10

明
治
十
四
年
七
月
八
月
九
月
十
月

 受
取
録

第
九
〇
号
ノ
五

－
明
治
14年

7
～
10月

159
11

自
明
治
四
辛
未
年
至
八
年

 訴
詔
審
判
録

民
第
壱
号

聴
訟
課

明
治
4
～
8
年

160
11

明
治
九
年

 訴
訟
審
判
録

 完
民
第
貳
号

松
江
始
審
裁
判
所
濱
田
支
庁

明
治
9
年

161
11

明
治
十
一
年

 訴
状
受
取
録

 貳
冊
之
内
壱

民
第
四
号
ノ
壱

濱
田
支
庁

明
治
11年

162
11

明
治
十
一
年

 訴
状
受
付
録

 貳
冊
之
内
貳

民
第
四
号
ノ
貳
止

濱
田
支
庁

明
治
11年

163
11

明
治
十
二
年
五
月

 訴
状
受
取
録

 六
冊
之
内
第
三
号

民
第
六
号
ノ
参

濱
田
支
庁

明
治
12年

5
月

164
11

明
治
十
二
年
七
月

 訴
状
受
取
録

 六
冊
之
内
第
四
号

民
第
六
号
ノ
四

濱
田
支
庁

明
治
12年

7
月

165
11

明
治
十
二
年
十
一
月

 訴
状
受
取
録

 六
冊
之
内
第
六
号

民
第
六
号
ノ
六
止

濱
田
支
庁

明
治
12年
11月

166
11

明
治
十
二
年
一
月

 訴
状
受
取
録

 六
冊
之
内
第
壱
号

民
第
六
号
ノ
壱

濱
田
支
庁

明
治
12年

167
11

明
治
十
二
年
三
月

 訴
状
受
取
録

 六
冊
之
内
第
二
号

民
第
六
号
ノ
貳

濱
田
支
庁

明
治
12年

168
11

明
治
十
三
年
一
月

 訴
状
受
取
録

 六
冊
之
内
壱
号

民
第
九
号
ノ
壱

濱
田
支
庁

明
治
13年

1
月

169
11

明
治
十
三
年
三
月

 訴
状
受
取
録

 六
冊
之
内
貳
号

民
第
九
号
ノ
貳

濱
田
支
庁

明
治
13年

3
月

170
11

明
治
十
三
年
五
月
ヨ
リ

 訴
状
受
取
録

 六
冊
之
内
第
参
号

民
第
九
号
ノ
参

濱
田
支
庁

明
治
13年

5
月
よ
り

171
11

明
治
十
三
年
七
月

 訴
状
受
取
録

 六
冊
之
内
第
四
号

民
第
九
号
ノ
四

濱
田
支
庁

明
治
13年

7
月

172
11

明
治
十
三
年
九
月

 訴
状
受
取
録

 六
冊
之
内
五
号

民
第
九
号
ノ
五

濱
田
支
庁

明
治
13年

9
月

173
11

明
治
十
三
年
十
二
月

 訴
状
受
取
録

 六
冊
之
内
第
六
号

民
第
九
号
ノ
六
止

濱
田
支
庁

明
治
13年
12月

174
11

明
治
十
四
年
一
月

 訴
状
受
取
録

 三
冊
之
内
第
壱
号

民
第
一
三
号
ノ
壱

濱
田
支
庁

明
治
14年

1
月

175
11

明
治
十
四
年
四
月

 訴
状
受
取
録

 三
冊
之
内
第
貳
号

民
第
一
三
号
ノ
貳

濱
田
支
庁

明
治
14年

4
月

176
11

明
治
十
四
年
七
月

 訴
状
受
取
録

 三
冊
之
内
第
参
号

民
第
一
三
号
参
止

濱
田
支
庁

明
治
14年

7
月

177
11

明
治
十
四
年
分

 裁
判
言
渡
書

 完
民
第
一
五
号

松
江
裁
判
所
濱
田
支
庁

明
治
14年

178
11

明
治
十
四
年

 民
事
事
件
簿

－
松
江
始
審
裁
判
所
西
郷
支
庁

明
治
14年

179
11

明
治
十
五
年
分

 民
事
裁
判
言
渡
書

 完
民
第
二
〇
号

濱
田
始
審
裁
判
所

明
治
15年
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六
五
六

三
五
四

no.
箱

簿
冊
名

簿
冊
番
号

作
成
者

時
期

180
11

明
治
十
五
年

 民
事
事
件
簿

－
松
江
始
審
裁
判
所
西
郷
支
庁

明
治
15年

181
11

明
治
十
六
年

 民
事
々
件
簿

第
一
〇
号
一

松
江
始
審
裁
判
所
西
郷
支
庁

明
治
16年

182
11

明
治
十
六
年

 受
付
録

 完
民
第
二
二
号

松
江
始
審
裁
判
所
濱
田
支
庁

明
治
16年

183
11

明
治
十
七
年

 民
事
事
件
簿

第
一
四
号
二
止

松
江
始
審
裁
判
所
西
郷
支
庁

明
治
17年

184
11

明
治
十
七
年

 受
付
録

 完
民
第
二
五
号

松
江
始
審
裁
判
所
濱
田
支
庁

明
治
17年

185
11

明
治
十
八
年

 民
事
事
件
簿

第
一
八
号
ノ
一

松
江
始
審
裁
判
所
西
郷
支
庁

明
治
18年

186
11

明
治
十
八
年

 受
附
録

 完
民
第
二
八
号

松
江
始
審
裁
判
所
濱
田
支
庁

明
治
18年

187
11

明
治
十
九
年

 民
事
々
件
簿

第
二
六
号
二
止

松
江
地
方
裁
判
所
西
郷
支
部

明
治
19年

188
11

明
治
二
十
年

 民
事
々
件
簿

第
三
一
号

松
江
地
方
裁
判
所
西
郷
支
部

明
治
20年

189
11

明
治
二
十
年

 受
附
録

 完
民
第
三
七
号

松
江
始
審
裁
判
所
濱
田
支
庁

明
治
20年

190
11

明
治
二
十
一
年

 民
事
々
件
簿

第
三
七
号
一

松
江
始
審
裁
判
所
西
郷
支
庁

明
治
21年

191
11

明
治
二
十
一
年
分

 受
付
録

 完
民
第
四
二
号

松
江
始
審
裁
判
所
濱
田
支
庁

明
治
21年

192
11

明
治
二
十
二
年

 民
事
々
件
簿

第
四
四
号
二
止

松
江
地
方
裁
判
所
西
郷
支
部

明
治
22年

193
11

明
治
二
十
三
年

 民
事
々
件
簿

第
四
九
号
二
止

松
江
始
審
裁
判
所
西
郷
支
庁

明
治
23年

194
11

明
治
二
十
四
年

 民
事
事
件
簿

第
五
四
号
一

松
江
地
方
裁
判
所
西
郷
支
部

明
治
24年

195
11

明
治
二
十
四
年

 民
事
事
件
簿

 全
民
第
六
〇
号

松
江
地
方
裁
判
所
濱
田
支
部

明
治
24年

196
11

明
治
二
十
五
年

 民
事
々
件
簿

民
第
六
七
号

松
江
地
方
裁
判
所
濱
田
支
部

明
治
25年

197
11

明
治
二
十
五
年

 民
事
事
件
簿

第
六
八
号
ノ
二
止

松
江
地
方
裁
判
所
西
郷
支
部

明
治
25年

198
11

明
治
二
十
六
年

 民
事
々
件
簿

民
第
七
五
号

松
江
地
方
裁
判
所
濱
田
支
部

明
治
26年

199
11

明
治
廿
六
年

 民
事
事
件
簿

第
八
九
号

松
江
地
方
裁
判
所
西
郷
支
部

明
治
26年

200
11

明
治
二
十
七
年

 民
事
々
件
簿

民
第
八
四
号

松
江
地
方
裁
判
所
濱
田
支
部

明
治
27年

201
11

明
治
廿
七
年

 民
事
事
件
簿

第
一
一
二
号
一

松
江
地
方
裁
判
所
西
郷
支
部

明
治
27年

202
11

明
治
廿
八
年

 民
事
々
件
簿

民
第
九
二
号

松
江
地
方
裁
判
所
濱
田
支
部

明
治
28年

203
11

明
治
二
十
八
年

 民
事
事
件
簿

第
一
三
八
号
一

松
江
地
方
裁
判
所
西
郷
支
部

明
治
28年

204
11

明
治
二
十
九
年

 民
事
々
件
簿

民
第
一
〇
四
号

松
江
地
方
裁
判
所
濱
田
支
部

明
治
29年

205
11

明
治
二
十
九
年

 民
事
事
件
簿

第
一
七
八
号
一

松
江
地
方
裁
判
所
西
郷
支
部

明
治
29年

206
11

明
治
三
十
年

 民
事
々
件
簿

民
第
一
一
九
号

松
江
地
方
裁
判
所
濱
田
支
部

明
治
30年

207
11

明
治
三
十
年

 民
事
事
件
簿

第
二
〇
九
号
一

松
江
地
方
裁
判
所
西
郷
支
部

明
治
30年

208
11

明
治
三
十
一
年

 民
事
々
件
簿

民
第
一
三
二
号

松
江
地
方
裁
判
所
濱
田
支
部

明
治
31年

209
11

明
治
三
十
一
年

 民
事
事
件
簿

第
二
五
〇
号
一

松
江
地
方
裁
判
所
西
郷
支
部

明
治
31年

210
12

明
治
二
十
四
年

 民
事
訴
訟
記
録

 二
冊
ノ
内
二

（
九
十
六
冊
ノ
内
二
）

松
江
区
裁
判
所

明
治
24年
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六
五
五

三
五
三

no.
箱

簿
冊
名

簿
冊
番
号

作
成
者

時
期

211
12

明
治
二
十
五
年

 民
事
訴
訟
記
録

 三
冊
ノ
内
二

（
九
十
六
冊
ノ
内
五
）

松
江
区
裁
判
所

明
治
25・
26年

212
12

明
治
二
十
五
年

 民
事
訴
訟
記
録

 三
冊
ノ
内
三

（
九
十
六
冊
ノ
内
四
）

松
江
区
裁
判
所

明
治
25・
26年

213
12

明
治
二
十
六
年

 民
事
訴
訟
記
録

 貳
冊
之
内
二

（
九
十
六
冊
ノ
内
七
）

松
江
区
裁
判
所

明
治
26・
27年

214
12

明
治
二
十
七
年

 民
事
訴
訟
記
録

 五
冊
ノ
内
四

（
九
十
六
冊
ノ
内
九
）

松
江
区
裁
判
所

明
治
27年

215
12

明
治
二
十
七
年

 民
事
訴
訟
記
録

 五
冊
ノ
内
五

（
九
十
六
冊
ノ
内
十
）

松
江
区
裁
判
所

明
治
27・
28年

216
13

十
七
番
明
治
五
壬
申
年

 訴
訟
事
件
銘
細
録

第
一
号

聴
訟
課

明
治
5
年

217
13

六
年
従
一
月

 訴
訟
事
件
銘
細
録

第
二
号
ノ
一

聴
訟
課

明
治
6
年
1
月

218
13

明
治
六
年
五
月
下
浣
ヨ
リ

 訴
訟
事
件
銘
細
録

第
二
号
ノ
二

聴
訟
課

明
治
6
年
5
月
下
浣
よ
り

219
13

明
治
六
年
九
月
下
浣
ヨ
リ

 訴
訟
事
件
明
細
録

第
二
号
ノ
三
止

聴
訟
課

明
治
6
年
9
月
下
浣
よ
り

220
13

明
治
七
年
従
一
月
□

 訴
訟
明
細
表

第
八
号
ノ
一

聴
訟
課

明
治
7
年
1
月

221
13

明
治
七
年
一
月

 訴
訟
事
件
明
細
録

第
七
号

聴
訟
課

明
治
7
年
1
～
2
月

222
13

明
治
七
年
自
七
月
二
日
至
十
月
七
日

 訴
訟
明
細
表

 十
七
番

第
八
号
ノ
三

聴
訟
課

明
治
7
年
7
月
1
日
～
10月

10日
223

13
明
治
七
年
自
九
月
廿
二
日
至
十
一
月
十
九
日

 訴
訟
明
細
表

 十
七
番

第
八
号
ノ
四

聴
訟
課

明
治
7
年
9
月
22日
～
11月

19日
224

13
明
治
七
年

 訴
訟
明
細
表

 十
七
番

第
八
号
ノ
二

聴
訟
課

明
治
7
年

225
13

明
治
八
年

 聴
訟
表

第
一
四
号
ノ
五

民
事
係

明
治
8
年

226
13

明
治
九
年
六
月
分

 訴
訟
明
細
表

第
三
六
号
ノ
一

松
江
裁
判
支
庁

明
治
9
年
6
月

227
13

明
治
九
年
七
月
分
（
カ
）  訴
訟
明
細
表

第
三
六
号
ノ
二

松
江
裁
判
支
庁

明
治
9
年
7
月

228
13

明
治
九
年
八
月
分

 訴
訟
明
細
表

第
三
六
号
ノ
三

松
江
裁
判
支
庁

明
治
9
年
8
月

229
13

明
治
九
年
九
月
分

 訴
訟
明
細
表

第
三
六
号
ノ
七
止

松
江
裁
判
支
庁

明
治
9
年
9
月
分

230
13

明
治
九
年
十
月
分

 訴
訟
明
細
表

第
三
六
号
ノ
五

松
江
裁
判
支
庁

明
治
9
年
10月
分

231
13

明
治
九
年
十
一
月
分

 訴
訟
明
細
表

第
三
六
号
ノ
六

支
庁
民
事
課

明
治
9
年
11月
分

232
13

明
治
九
年
十
月

 訴
訟
明
細
表

第
三
六
号
ノ
四

松
江
裁
判
支
庁

明
治
9
年

233
13

明
治
十
六
年

 控
訴
受
取
録

第
一
一
七
号

松
江
始
審
裁
判
所
書
記
局

明
治
16年

234
13

明
治
廿
二
年

 民
事
件
銘
録

第
八
一
号

松
江
治
安
裁
判
所

明
治
22年

235
14

明
治
五
六
年
中

 申
稟
録

第
三
号
ノ
一

聴
訟
課

明
治
5
～
6
年

236
14

明
治
八
年
従
八
月
至
九
月

 訴
訟
件
名
簿

第
一
三
号
ノ
一

聴
訟
課

明
治
8
年
8
～
9
月

237
14

明
治
八
年
従
十
月
至
十
一
月

 訴
訟
件
名
簿

第
一
三
号
ノ
二

聴
訟
課

明
治
8
年
10～
11月

238
14

明
治
八
年
十
二
月
中

 訴
訟
件
名
簿

第
一
三
号
ノ
三
止

本
庁
民
事
課

明
治
8
年
12月

239
14

従
明
治
七
年
至
同
八
年

 件
銘
録

第
一
二
号

鳥
取
県
裁
判
所
民
事
課

明
治
8
年

240
14

明
治
九
年
従
一
月
至
十
月

 府
県
来
書

第
一
八
号
ノ
二
止

本
庁
刑
事
課

明
治
9
年
1
～
10月

241
14

明
治
九
年
従
一
月
至
十
一
月

 府
県
掛
合
申
稟

第
二
〇
号

本
庁
刑
事
課

明
治
9
年
1
～
11月
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六
五
四

三
五
二

no.
箱

簿
冊
名

簿
冊
番
号

作
成
者

時
期

242
14

明
治
九
年
二
月

 訴
状
受
附
簿

第
五
五
号
ノ
一

聴
訟
課
受
附
係

明
治
9
年
2
月

243
14

明
治
九
年
第
三
月
ヨ
リ
十
一
月
マ
テ

 訴
状
受
附
簿

第
五
五
号
ノ
二

本
庁
受
附
係

明
治
9
年
3
月
～
11月
24日

244
14

明
治
九
年
従
四
月
至
十
一
月

 上
局
達
諸
課
往
復
留

第
一
六
号

裁
判
本
庁

明
治
9
年
4
～
11月

245
14

明
治
九
稔
十
二
月

 新
受
取
録

第
五
四
号
ノ
四

松
江
裁
判
所

明
治
9
年
12月

246
14

甲
 明
治
九
年

 件
銘
録

第
二
八
号
ノ
一

鳥
取
県
裁
判
所
民
事
課

明
治
9
年

247
14

乙
 明
治
九
年

 件
銘
録

第
二
八
号
ノ
二
止

鳥
取
県
裁
判
所
民
事
課

明
治
9
年

248
14

明
治
九
年

 訴
状
受
付
簿

第
五
五
号
ノ
三
止

－
明
治
9
年

249
14

明
治
九
年
明
治
十
年
分

 民
事
訴
訟
件
数
取
調
書

第
五
〇
号

－
明
治
9
年
～
10年

250
14

明
治
十
年
自
四
月
至
十
二
月

 受
取
録

民
第
壱
号
ノ
壱

民
事
課

明
治
10年

4
～
12月

251
14

明
治
十
年
自
六
月
至
十
二
月

 雑
受
取
録

第
六
七
号
ノ
二
止

松
江
裁
判
所

明
治
10年

6
～
12月

252
14

民
 明
治
拾
年
五
月
ヨ
リ
六
月
マ
テ

 同
十
一
年
自
四
月
至
五
月

 受
取
録

第
六
六
号

松
江
裁
判
所
出
張
所

明
治
11年

253
14

明
治
十
四
年
自
十
一
月
至
十
二
月

 受
取
録

第
九
〇
号
ノ
六
止

－
明
治
14年
11～
12月

254
14

明
治
十
四
年
自
一
月
至
十
二
月

 民
事
受
取
録

民
第
五
号

民
事
課

明
治
14年

255
14

明
治
十
五
年
自
一
月

 控
訴
受
取
録

第
一
〇
一
号

松
江
始
審
裁
判
所
書
記
局

明
治
15年

1
月

256
14

明
治
十
五
年

 民
事
受
取
録

第
一
号
六
止

松
江
治
安
裁
判
所

明
治
15年

257
14

明
治
十
七
年

 控
訴
受
取
録

第
一
三
二
号

松
江
始
審
裁
判
所
書
記
局

明
治
17年

258
14

明
治
十
八
年

 控
訴
受
取
録

第
一
四
九
号

松
江
始
審
裁
判
所
書
記
局

明
治
18年

259
14

明
治
十
九
年

 控
訴
受
取
録

第
一
六
五
号

松
江
始
審
裁
判
所
書
記
局

明
治
19年

260
14

明
治
廿
年

 控
訴
受
取
録

第
一
八
四
号

松
江
始
審
裁
判
所

明
治
20年

261
14

明
治
二
十
一
年

 始
審
事
件
簿

第
二
〇
三
号

松
江
始
審
裁
判
所

明
治
21年

262
14

明
治
二
十
一
年

 控
訴
事
件
簿

第
二
〇
四
号

松
江
始
審
裁
判
所

明
治
21年

263
14

明
治
二
十
二
年

 始
審
事
件
簿

第
二
二
一
号

松
江
始
審
裁
判
所

明
治
22年

264
14

明
治
二
十
二
年

 控
訴
事
件
簿

第
二
二
二
号

松
江
始
審
裁
判
所

明
治
22年

265
14

明
治
二
十
三
年
十
一
月

 初
審
事
件
簿

第
二
六
四
号

松
江
地
方
裁
判
所
民
事
部

明
治
23年
11月

266
14

明
治
二
十
三
年

 始
審
事
件
簿

第
二
四
三
号

松
江
始
審
裁
判
所

明
治
23年

267
14

明
治
二
十
三
年

 控
訴
事
件
簿

第
二
四
四
号

松
江
始
審
裁
判
所

明
治
23年

268
14

明
治
廿
四
年

 民
事
控
訴
事
件
簿

第
二
八
〇
号

松
江
地
方
裁
判
所
民
事
部

明
治
24年




